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(57)【要約】
　医療用配管部材は、被検体の内部と被検体の外部との
間で流体を流す医療用システムにおいて用いられ、被検
体の外部に配置され、被検体の外部から被検体の内部に
流体を供給するための第１の配管部材と、被検体の外部
に配置され、被検体の内部から被検体の外部に流体を排
出するための第２の配管部材と、を有し、第２の配管部
材が第１の配管部材の内部に設けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を流す医療用システムにおいて用いられ
る医療用配管部材であって、
　前記被検体の外部に配置され、前記被検体の外部から前記被検体の内部に前記流体を供
給するための第１の配管部材と、
　前記被検体の外部に配置され、前記被検体の内部から前記被検体の外部に前記流体を排
出するための第２の配管部材と、
　を有し、
　前記第２の配管部材が前記第１の配管部材の内部に設けられている
　ことを特徴とする医療用配管部材。
【請求項２】
　前記第１の管路は、一端が前記流体を前記被検体の内部に供給する装置に連通している
とともに他端が前記被検体に挿入される内視鏡の管路に連通しており、
　前記第２の管路は、一端が前記流体を前記被検体の内部から排出する装置に連通してい
るとともに他端が前記被検体に挿入される内視鏡の管路と連通している
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項３】
　前記医療用システムは、前記被検体の内部と前記被検体の外部との間で前記内視鏡を介
して流体を環流させるためのポンプを備えた環流装置を含み、
　前記第１の配管部材は、前記環流装置の前記ポンプにより前記被検体の内部へ供給され
る前記流体の流路の一部を形成するように構成され、
　前記第２の配管部材は、前記環流装置の前記ポンプにより前記被検体の外部へ排出され
る前記流体の流路の一部を形成するように構成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用配管部材。
【請求項４】
　前記第１の配管部材と前記第２の配管部材とにおいて壁が共用されていない状態で構成
されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項５】
　前記第１の配管部材の内部において前記第２の配管部材を支持することにより、前記第
１の配管部材の内部の所定の位置に前記第２の配管部材を配置するように構成された支持
部材をさらに有することを特徴とする請求項４に記載の医療用配管部材。
【請求項６】
　前記支持部材は、前記第１の配管部材の内部において、前記第１の配管部材及び前記第
２の配管部材の中心軸同士が一致する位置に前記第２の配管部材を配置するように構成さ
れていることを特徴とする請求項５に記載の医療用配管部材。
【請求項７】
　前記支持部材は、前記第２の配管部材の外周面の一部に一体に形成されている一方で、
前記第１の配管部材の内周面とは別体に形成されていることを特徴とする請求項５に記載
の医療用配管部材。
【請求項８】
　前記支持部材は、前記第１の配管部材の内周面の一部と前記第２の配管部材の外周面の
一部とを一体に連結するように形成されていることを特徴とする請求項５に記載の医療用
配管部材。
【請求項９】
　前記第１の配管部材及び前記第２の配管部材は、可撓性を有する材料でそれぞれ形成さ
れているとともに、外部から加えられる応力に対する耐性が相互に異なるように形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１０】
　前記第１の配管部材の前記応力に対する耐性が前記第２の配管部材よりも低いことを特
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徴とする請求項９に記載の医療用配管部材。
【請求項１１】
　前記第２の配管部材の前記応力に対する耐性が前記第１の配管部材よりも低いことを特
徴とする請求項９に記載の医療用配管部材。
【請求項１２】
　前記第２の配管部材が螺旋状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の医療
用配管部材。
【請求項１３】
　前記第２の配管部材を通過可能な固形物の最大幅が、前記第１の配管部材を通過可能な
固形物の最大幅よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１４】
　前記被検体の体内に挿入される内視鏡の挿入部に設けられた第１の管路に前記第１の配
管部材を接続することができるとともに、前記挿入部に設けられた第２の管路に前記第２
の配管部材を接続することができるように構成されたコネクタをさらに有することを特徴
とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１５】
　前記被検体の体壁に穿刺される第１のトロッカーに前記第１の配管部材を接続するよう
に構成された第１の接続部材と、前記被検体の体壁に穿刺される第２のトロッカーに前記
第２の配管部材を接続するように構成された第２の接続部材と、をさらに有することを特
徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用配管部材に関し、特に、体内の患部に対して処置を行う際に用いられ
る医療用配管部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　体内の患部の状態を内視鏡で観察しながら焼灼する処置が従来行われている。そして、
例えば、日本国特開平０５－２８５０９４号公報には、前述の処置に利用可能と解される
内視鏡装置が開示されている。
【０００３】
　具体的には、日本国特開平０５－２８５０９４号公報には、内視鏡の挿入部内に設けら
れた処置具チャンネルにレーザプローブを挿通させ、当該レーザプローブの先端部を当該
処置具チャンネルの先端側の処置具チャンネル開口部から突出させた状態で患部にレーザ
を照射することにより、当該患部を焼灼するような構成が開示されている。
【０００４】
　また、前述の処置の最中においては、例えば、生体組織に由来する成分が患部の焼灼に
伴って気化することに起因し、内視鏡の観察視野が阻害されてしまうような状況が発生し
得る。そして、日本国特開平０５－２８５０９４号公報には、前述の状況と類似する状況
に対応するための構成が開示されている。
【０００５】
　具体的には、日本国特開平０５－２８５０９４号公報には、レーザ焼灼に応じて発生し
た煙による視野の妨げを防止するために、内視鏡の挿入部に設けられた送気管路に接続さ
れる送気ポンプと、当該挿入部に設けられた吸気管路に接続される吸気ポンプと、を具備
する環流装置において、当該送気ポンプが当該送気管路へ送気する際の送気量と、当該吸
気ポンプが当該吸気管路から吸気する際の吸気量と、を同一にするような構成が開示され
ている。
【０００６】
　しかし、日本国特開平０５－２８５０９４号公報に開示された構成によれば、例えば、
吸気ポンプと吸気管路との間の接続に用いられる吸気チューブが損傷した際に、送気管路
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への送気量が当該吸気管路からの吸気量より大きくなってしまう場合がある、という問題
点が存在する。そのため、日本国特開平０５－２８５０９４号公報に開示された構成によ
れば、体内及び体外で流体を環流させつつ体内の患部の処置を行う際に、当該流体の供給
過多に起因して処置が円滑に行えなくなってしまう可能性がある。
【０００７】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、体内及び体外で流体を環流させ
つつ体内の患部の処置を行う際に、当該流体が体内に過剰に供給されてしまうことを防止
可能な医療用配管部材を提供することを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の医療用配管部材は、被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を
流す医療用システムにおいて用いられる医療用配管部材であって、前記被検体の外部に配
置され、前記被検体の外部から前記被検体の内部に前記流体を供給するための第１の配管
部材と、前記被検体の外部に配置され、前記被検体の内部から前記被検体の外部に前記流
体を排出するための第２の配管部材と、を有し、前記第２の配管部材が前記第１の配管部
材の内部に設けられている。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施例に係る医療用システムの要部の構成を示す図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】第１の実施例に係る医療用システムにおける内視鏡と環流用配管部材との接続部
分の具体的な構成の一例を示す図。
【図４】第１の実施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明する
ための図。
【図５】第１の実施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明する
ための図。
【図６】第１の実施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明する
ための図。
【図７】第１の実施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明する
ための図。
【図８】第１の実施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明する
ための図。
【図９】第２の実施例に係る医療用システムの要部の構成を示す図。
【図１０】実施例に係る医療用システムにおける環流装置の変形例を説明するための図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００１１】
（第１の実施例）
　図１から図８は、本発明の第１の実施例に係るものである。
【００１２】
　医療用システム１０１は、図１に示すように、被検者の体内（被検体内）に挿入可能で
あるとともに、当該体内の生体組織等の被写体を撮像して撮像信号を出力するように構成
された内視鏡２と、内視鏡２の内部に挿通配置されたライトガイド（不図示）を介して当
該被写体の観察に用いられる照明光を供給するように構成された光源装置３と、内視鏡２
から出力される撮像信号に応じた映像信号等を生成して出力するように構成されたビデオ
プロセッサ４と、ビデオプロセッサ４から出力される映像信号に応じた観察画像等を表示
するように構成された表示装置５と、環流用配管部材６と、環流装置７と、を有している
。図１は、第１の実施例に係る医療用システムの要部の構成を示す図である。
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【００１３】
　内視鏡２は、被検者の体内（被検体内）に挿入可能な細長形状に形成された挿入部２１
と、挿入部２１の基端側に設けられた操作部２２と、を有している。また、内視鏡２は、
操作部２２から延設されたユニバーサルケーブル２８を介し、光源装置３及びビデオプロ
セッサ４のそれぞれに対して着脱可能な構成を具備している。
【００１４】
　具体的には、内視鏡２は、例えば、図１に示すように、ユニバーサルケーブル２８の端
部のユニバーサルコネクタ２９を介し、光源装置３に対して着脱可能に構成されている。
また、内視鏡２は、例えば、図１に示すように、ユニバーサルコネクタ２９から延設され
た信号ケーブル２９Ｂの端部のコネクタ２９Ｃを介し、ビデオプロセッサ４に対して着脱
可能に構成されている。
【００１５】
　内視鏡２は、挿入部２１の基端部２３Ｂにおいて、環流用配管部材６に設けられたコネ
クタ６２を着脱可能な構成を具備している。また、内視鏡２は、環流用配管部材６に設け
られたコネクタ６３に接続される送気チューブＣＡ及び吸気チューブＣＢを介し、環流装
置７に対して着脱可能に構成されている。
【００１６】
　挿入部２１の先端部２３Ａには、先端部２３Ａの前方に存在する被写体に対し、内視鏡
２のライトガイドを経て出射された照明光を照射するためのレンズ等を具備して構成され
た照明窓（不図示）が設けられている。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、照明窓か
らの照明光により照明された被写体の光学像を得るためのレンズ等を具備する観察窓（不
図示）が設けられている。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、観察窓により得られた
被写体の光学像を撮像することにより撮像信号を生成するとともに、内視鏡２に内蔵され
た信号線（不図示）を介し、当該生成した撮像信号をビデオプロセッサ４へ出力するよう
に構成されたＣＣＤ等のイメージセンサ（不図示）が設けられている。
【００１７】
　挿入部２１の基端部２３Ｂには、細長の処置具を挿入可能な開口として形成された処置
具挿入口２４Ａが設けられている。また、挿入部２１の内部には、処置具挿入口２４Ａか
ら挿入された処置具を挿通可能な管路として形成された鉗子チャンネル２４が設けられて
いる。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、鉗子チャンネル２４の内部に挿通された処
置具を先端部２３Ａの前方へ突出させることが可能な開口として形成された処置具突出口
２４Ｂが設けられている。
【００１８】
　挿入部２１の内部には、環流装置７から送気チューブＣＡ及び環流用配管部材６を介し
て供給される流体である気体を流通可能な管路として形成された送気管路２５が設けられ
ている。また、挿入部２１の先端部２３Ａには、送気管路２５の内部に流通する気体を先
端部２３Ａの前方へ吐出するための開口として形成された送気口２５Ｂが設けられている
。
【００１９】
　挿入部２１の先端部２３Ａには、先端部２３Ａの周辺に存在する気体を環流装置７によ
り吸引するための開口として形成された吸気口２６Ｂが設けられている。また、挿入部２
１の内部には、吸気口２６Ｂから吸引された気体を流通可能な管路として形成された吸気
管路２６が設けられている。
【００２０】
　操作部２２は、術者等のユーザが把持して操作することが可能な形状を具備して構成さ
れている。また、操作部２２には、ユーザの入力操作に応じた指示をビデオプロセッサ４
に対して行うことが可能な１つ以上のスイッチを具備して構成されたスコープスイッチ２
２Ａが設けられている。
【００２１】
　光源装置３は、例えば、白色光源を具備し、当該白色光源から発せられる白色光を照明
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光として供給することができるように構成されている。
【００２２】
　ビデオプロセッサ４は、コネクタ２９Ｃが接続されている際に、内視鏡２の撮像素子を
駆動させるための駆動信号を生成して出力するように構成されている。また、ビデオプロ
セッサ４は、コネクタ２９Ｃが接続されている際に、例えば、内視鏡２の撮像素子から出
力される撮像信号に対してノイズ除去、ホワイトバランス及びガンマ補正等の信号処理を
施すことにより映像信号を生成し、当該生成した映像信号を表示装置５へ出力するように
構成されている。
【００２３】
　環流用配管部材６は、管体部６１と、管体部６１の一端側に設けられたコネクタ６２と
、管体部６１の他端側に設けられたコネクタ６３と、を有する医療用配管部材として構成
されている。
【００２４】
　管体部６１は、例えば、図２に示すように、コネクタ６３に接続されている送気チュー
ブＣＡを介して供給される気体を送気管路２５へ流通させるための送気用配管部材６１Ａ
と、吸気管路２６を介して吸引される気体をコネクタ６３に接続されている吸気チューブ
ＣＢへ流通させるための吸気用配管部材６１Ｂと、を具備して構成されている。また、管
体部６１は、少なくとも一部が被検体の外部に配置されるように構成されている。図２は
、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【００２５】
　送気用配管部材６１Ａは、例えば、樹脂等の可撓性を有する材料により形成されている
。また、送気用配管部材６１Ａは、例えば、図２に示すように、円形の断面を具備する中
空の管体として形成されている。
【００２６】
　吸気用配管部材６１Ｂは、例えば、樹脂等の可撓性を有する材料により形成されている
。また、吸気用配管部材６１Ｂは、例えば、図２に示すように、送気用配管部材６１Ａの
内部に設けられているとともに、円形の断面を具備する中空の管体として形成されている
。
【００２７】
　以上に述べたような構成によれば、送気用配管部材６１Ａと吸気用配管部材６１Ｂとに
おいて壁が共用されていない。つまり、吸気用配管部材６１Ｂの外壁が送気用配管部材６
１Ａの内壁を構成しない。
【００２８】
　コネクタ６２は、例えば、図３に示すように、送気用配管部材６１Ａの出口側に連通す
る開口部６２Ａと、吸気用配管部材６１Ｂの入口側に連通する開口部６２Ｂと、を具備し
て構成されている。図３は、第１の実施例に係る医療用システムにおける内視鏡と環流用
配管部材との接続部分の具体的な構成の一例を示す図である。
【００２９】
　コネクタ６２は、例えば、図３に示すように、基端部２３Ｂから外部に露出して設けら
れた送気管路２５の接続口２５Ａに対して送気用配管部材６１Ａの開口部６２Ａを接続す
ることができるとともに、基端部２３Ｂから外部に露出して設けられた吸気管路２６の接
続口２６Ａに対して吸気用配管部材６１Ｂの開口部６２Ｂを接続することができるように
構成されている。
【００３０】
　コネクタ６２の開口部６２Ａの内周面には、接続口２５Ａの外周面に設けられたＯリン
グＯＬに対して嵌合可能な環状の溝部ＣＳが設けられている。また、コネクタ６２の開口
部６２Ｂは、開口部６２Ａの内径よりも小さくかつ接続口２６Ａの外径と略同じ内径を具
備して形成されている。
【００３１】
　そして、前述のような構成によれば、コネクタ６２が挿入部２１の基端部２３Ｂに対し
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て適正に接続されている場合には、接続口２５ＡのＯリングＯＬが開口部６２Ａの溝部Ｃ
Ｓに嵌合配置されるとともに、接続口２６Ａが開口部６２Ｂに嵌合配置される。
【００３２】
　また、前述のような構成によれば、開口部６２Ｂに対する接続口２５Ａの接続をＯリン
グＯＬにより妨げることができる。そのため、前述のような構成によれば、開口部６２Ａ
が接続口２６Ａに接続されるとともに、開口部６２Ｂが接続口２５Ａに接続されるような
状態、すなわち、コネクタ６２が挿入部２１の基端部２３Ｂに対して逆向きに接続されて
しまうような状態を未然に防ぐことができる。
【００３３】
　コネクタ６３は、環流装置７に接続されている送気チューブＣＡの出口側の端部を送気
用配管部材６１Ａの入口側に連通させることができるとともに、環流装置７に接続されて
いる吸気チューブＣＢの入口側の端部を吸気用配管部材６１Ｂの出口側に連通させること
ができるように構成されている。また、コネクタ６３は、図示しないが、相互に異なる形
状に形成された２つの接続口を具備し、当該２つの接続口のうちの一方の接続口のみにお
いて送気チューブＣＡ（の出口側の端部）を接続可能であるとともに、当該２つの接続口
のうちの他方の接続口のみにおいて吸気チューブＣＢ（の入口側の端部）を接続可能に構
成されている。なお、コネクタ６３の２つの接続口は、例えば、前述の接続口２５Ａ及び
２６Ａを適宜変形して構成されたものであってもよい。
【００３４】
　環流装置７は、被検体の体内と体外との間で気体を環流させるための装置、すなわち、
被検体の内部と当該被検体の外部との間で気体（流体）が巡り流れるようにするように気
体を流す装置として構成されている。具体的には、環流装置７は、例えば、図１に示すよ
うに、送気チューブＣＡを介してコネクタ６３に対して着脱可能な送気ポンプ７１と、吸
気チューブＣＢを介してコネクタ６３に対して着脱可能な気液分離器７２と、管路ＣＣを
介して気液分離器７２に連通するエアフィルタ７３と、管路ＣＤを介してエアフィルタ７
３に連通する吸気ポンプ７４と、制御部７５と、を有して構成されている。
【００３５】
　送気ポンプ７１は、制御部７５の制御に応じ、吸気ポンプ７４から管路ＣＥの内部へ排
出された気体を吸引するための動作を行うとともに、当該吸引した気体を送気管路２５へ
供給するための動作を行うように構成されている。
【００３６】
　気液分離器７２は、吸気チューブＣＢを介して流入する流体（気体）中に含まれる液体
（例えば固体を含むもの）を除去するとともに、当該液体が除去された気体を管路ＣＣへ
流出させることができるように構成されている。
【００３７】
　エアフィルタ７３は、管路ＣＣを介して流入する気体をろ過して管路ＣＤへ流出させる
ことができるように構成されている。
【００３８】
　吸気ポンプ７４は、制御部７５の制御に応じ、先端部２３Ａの周辺に存在する気体を吸
気口２６Ｂから吸引する（被検体の内部から外部に排出する）ための動作を行うとともに
、当該吸引した気体を排出するための動作を行うように構成されている。そして、このよ
うな吸気ポンプ７４の動作によれば、吸気口２６Ｂから吸引された気体が気液分離器７２
及びエアフィルタ７３を経て浄化されるとともに、当該浄化された気体が管路ＣＤから吸
引されて管路ＣＥの内部へ排出される。
【００３９】
　制御部７５は、所定の単位時間毎に内視鏡２に供給する気体の量と、当該所定の単位時
間毎に内視鏡２から吸引する気体の量と、を同じまたは略同じにするための制御を送気ポ
ンプ７１及び吸気ポンプ７４に対して行うように構成されている。換言すると、制御部７
５は、所定の単位時間毎に所定量だけ内視鏡２に気体を供給させるための制御を送気ポン
プ７１に対して行うとともに、当該所定の単位時間毎に当該所定量だけ内視鏡２から気体
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を吸引させるための制御を吸気ポンプ７４に対して行うように構成されている。さらに換
言すると、制御部７５は、被検体の内部と外部との間で気体（流体）が巡り流れるように
するための制御を行うように構成されている。なお、制御部７５は、送気ポンプ７１及び
吸気ポンプ７４に対する制御を交互に行うように構成されていてもよく、または、送気ポ
ンプ７１及び吸気ポンプ７４に対する制御を同時に行うように構成されていてもよい。
【００４０】
　続いて、本実施例に係る医療用システム１０１の作用について説明する。
【００４１】
　ユーザは、医療用システム１０１の各部を接続して電源を投入した後、表示装置５に表
示される観察画像を確認しながら挿入部２１を被験者の体内に挿入してゆく。そして、ユ
ーザは、被験者の体内の患部付近の所望の部位に先端部２３Ａを配置し、鉗子チャンネル
２４に挿通した処置具の先端部を処置具突出口２４Ｂから突出させた状態において、当該
患部に対する処置を行う。
【００４２】
　そして、前述のようなユーザの操作に応じ、被検者の体内及び体外における気体の環流
が行われる。具体的には、前述のようなユーザの操作に応じ、被験者の体外の環流装置７
から供給される気体が送気チューブＣＡ、送気用配管部材６１Ａ及び送気管路２５を介し
て当該被験者の体内へ吐出される送気用の流路と、当該被検者の体内から吸引される気体
が吸気管路２６、吸気用配管部材６１Ｂ及び吸気チューブＣＢを介して当該被験者の体外
の環流装置７へ流入する吸気用の流路と、による環流が行われる。
【００４３】
　すなわち、送気用配管部材６１Ａは、被検者の体外において、環流装置７の送気ポンプ
７１により当該被検者の体内へ供給される気体の流路の一部を形成している。また、吸気
用配管部材６１Ｂは、被検者の体外において、環流装置７の吸気ポンプ７４により当該被
検者の体内から吸引される気体の流路の一部を形成している。
【００４４】
　ここで、本実施例によれば、送気用配管部材６１Ａの内部に吸気用配管部材６１Ｂが設
けられているため、被検者の体内及び体外で気体の環流が行われている期間中に吸気用配
管部材６１Ｂが損傷することを極力防ぐことができる。
【００４５】
　また、本実施例によれば、もし仮に、被検者の体内及び体外で気体の環流が行われてい
る期間中に吸気用配管部材６１Ｂが損傷した場合であっても、（体外に存在する気体では
なく、）送気用配管部材６１Ａの内部を流通する気体の一部が吸気ポンプ７４により吸引
される。そのため、本実施例によれば、体内及び体外で気体を環流させつつ体内の患部の
処置を行う際に、当該気体が体内に過剰に供給されてしまうことを防止することができる
。
【００４６】
　なお、本実施例の送気用配管部材６１Ａ及び吸気用配管部材６１Ｂは、例えば、環流用
配管部材６の両端を外部から引っ張る方向に加えられる応力である引張応力に対する耐性
が相互に異なるように形成されていてもよい。また、本実施例の送気用配管部材６１Ａ及
び吸気用配管部材６１Ｂは、例えば、直線状の環流用配管部材６を外部から湾曲させる方
向に加えられる応力である曲げ応力に対する耐性が相互に異なるように形成されていても
よい。
【００４７】
　そして、例えば、送気用配管部材６１Ａの引張応力に対する耐性が吸気用配管部材６１
Ｂよりも低くなるように環流用配管部材６を形成した場合には、環流用配管部材６が引っ
張られた際に、送気用配管部材６１Ａが先に破壊されるとともに、送気用配管部材６１Ａ
の破壊箇所から外部へ気体が漏出する。そのため、送気用配管部材６１Ａの引張応力に対
する耐性が吸気用配管部材６１Ｂよりも低くなるように環流用配管部材６を形成した場合
には、環流用配管部材６が破損していることをユーザに対して認識させ易くすることがで
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きる。
【００４８】
　また、例えば、吸気用配管部材６１Ｂの引張応力に対する耐性が送気用配管部材６１Ａ
よりも低くなるように環流用配管部材６を形成した場合には、環流用配管部材６が引っ張
られた際に、吸気用配管部材６１Ｂが先に破壊されるとともに、送気用配管部材６１Ａの
内部を流通する気体の一部が吸気用配管部材６１Ｂの破壊箇所から流入して吸気ポンプ７
４により吸引される。そのため、吸気用配管部材６１Ｂの引張応力に対する耐性が送気用
配管部材６１Ａよりも低くなるように環流用配管部材６を形成した場合には、吸気用配管
部材６１Ｂの破損に伴って被検者の体内の圧力が過度に上昇または低下してしまうことを
防ぐことができる。
【００４９】
　一方、本実施例の環流用配管部材６は、図２に示したような管体部６１の代わりに、例
えば、図４に示すような管体部８１を具備して構成されていてもよい。図４は、第１の実
施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明するための図である。
【００５０】
　具体的には、管体部８１は、図４に示すように、螺旋状に形成された吸気用配管部材８
１Ｂを送気用配管部材６１Ａの内部に設けて形成されている。
【００５１】
　そして、前述のような管体部８１の構成によれば、例えば、環流用配管部材６に対して
比較的大きな曲げ応力が加えられた場合であっても、送気用配管部材６１Ａ及び吸気用配
管部材８１Ｂを流れる気体の流量が略変化しないため、環流装置７による気体の環流を安
定させることができる。
【００５２】
　なお、管体部８１は、送気用配管部材６１Ａの内部に１つの螺旋状の吸気用配管部材８
１Ｂを設けて形成されているものに限らず、例えば、吸気用配管部材８１Ｂを２つ有し、
当該２つの吸気用配管部材８１Ｂが送気用配管部材６１Ａの内部において二重螺旋を形成
するといったように、送気用配管部材６１Ａの内部に２つ以上の螺旋状の吸気用配管部材
８１Ｂを設けて形成されていてもよい。
【００５３】
　また、本実施例の環流用配管部材６は、図２に示したような管体部６１の代わりに、例
えば、図５に示すような管体部８２を具備して構成されていてもよい。図５は、第１の実
施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明するための図である。
【００５４】
　具体的には、管体部８２は、図５に示すように、吸気用配管部材６１Ｂを上下左右の４
方向から支持することにより、送気用配管部材６１Ａの内部の所定の位置に吸気用配管部
材６１Ｂを配置するように構成された４つの支持部材８２Ｃを、送気用配管部材６１Ａの
内部の少なくとも一部に設けて形成されている。
【００５５】
　支持部材８２Ｃは、送気用配管部材６１Ａの内周面の一部と吸気用配管部材６１Ｂの外
周面の一部とを一体に連結するように形成されている。また、支持部材８２Ｃは、例えば
、送気用配管部材６１Ａの内部において、送気用配管部材６１Ａ及び吸気用配管部材６１
Ｂの中心軸同士が一致する位置に吸気用配管部材６１Ｂを配置するように構成されている
。
【００５６】
　そして、前述のような管体部８２の構成によれば、例えば、吸気用配管部材６１Ｂによ
り形成される気体の流路が、送気用配管部材６１Ａの内圧の増加、及び／または、吸気用
配管部材６１Ｂの内圧の減少に応じて狭窄してしまうことを極力防止することができる。
【００５７】
　なお、管体部８２は、４つの支持部材８２Ｃを具備して形成されているものに限らず、
例えば、図６に示すように、吸気用配管部材６１Ｂを上下または左右の２方向から支持す
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るための２つの支持部材８２Ｃを具備して形成されていてもよい。また、管体部８２の支
持部材８２Ｃは、前述のように形成されているものに限らず、例えば、図７に示すように
、吸気用配管部材６１Ｂの外周面の一部に一体に形成されている一方で、送気用配管部材
６１Ａの内周面とは別体に形成されていてもよい。図６及び図７は、第１の実施例に係る
医療用システムにおける環流用配管部材の変形例を説明するための図である。
【００５８】
　一方、本実施例の管体部６１は、例えば、内視鏡２を用いた処置により生じた残渣等の
ような、生体組織に由来する固形物が吸気口２６Ｂから吸引されてしまう場合を考慮し、
例えば、図８に示すように、吸気用配管部材６１Ｂを通過可能な固形物の最大幅ＷＢが、
送気用配管部材６１Ａを通過可能な固形物の最大幅ＷＡよりも大きくなるように構成され
ていてもよい。図８は、第１の実施例に係る医療用システムにおける環流用配管部材の変
形例を説明するための図である。なお、管体部６１は、図８に示したような構成に限らず
、吸気用配管部材６１Ｂの断面積が送気用配管部材６１Ａの断面積よりも大きくなるよう
に構成されていてもよい。そして、このような構成によれば、例えば、吸気ポンプ７４で
吸引される半固形物を吸気用配管部材６１Ｂ内で詰まりにくくすることができる。
【００５９】
　なお、本実施例は、例えば、環流装置７等の構成を必要に応じて変形することにより、
被検者の体内及び体外で生理食塩水等の液体を環流させる場合に対しても略同様に適用さ
れる。すなわち、本実施例は、被検者の体内及び体外で気体または液体である流体を環流
させる場合に適用可能である。
【００６０】
　また、本実施例の内視鏡２は、被検者の体内（被検体内）において用いられるものであ
る限りにおいては、大腸及び胃等のような消化器管に対して用いられるものであってもよ
く、または、泌尿器等のような消化器官以外の部位に対して用いられるものであってもよ
い。
【００６１】
（第２の実施例）
　図９は、本発明の第２の実施例に係るものである。
【００６２】
　なお、本実施例においては、第１の実施例と同様の構成等を有する部分に関する詳細な
説明を省略するとともに、第１の実施例と異なる構成等を有する部分に関して主に説明を
行う。
【００６３】
　本実施例の医療用システム１０２は、腹腔鏡（不図示）を用いて体内（被検体内）の患
部の処置を行う場合に利用可能なシステムとして構成されている。
【００６４】
　具体的には、医療用システム１０２は、例えば、図９に示すように、被検者の体壁に穿
刺されている２つのトロッカー９１Ａ及び９１Ｂを介して体内に連通するように構成され
た環流用配管部材６Ａと、送気チューブＣＡ及び吸気チューブＣＢを介して環流用配管部
材６Ａに対して着脱可能に構成された環流装置７と、を有している。図９は、第２の実施
例に係る医療用システムの要部の構成を示す図である。
【００６５】
　環流用配管部材６Ａは、管体部６１と、管体部６１の基端側に設けられたコネクタ６３
と、管体部６１の先端側から延設された送気チューブ６４Ａ及び吸気チューブ６４Ｂと、
を有して構成されている。
【００６６】
　送気チューブ６４Ａの入口側の端部は、管体部６１の送気用配管部材６１Ａに連通して
いる。また、送気チューブ６４Ａの出口側の端部には、被検者の体壁に穿刺されるトロッ
カー９１Ａの開口に接続可能な送気コネクタ６５Ａが設けられている。
【００６７】
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　吸気チューブ６４Ｂの入口側の端部には、被検者の体壁に穿刺されるトロッカー９１Ｂ
の開口に接続可能な吸気コネクタ６５Ｂが設けられている。また、吸気チューブ６４Ｂの
出口側の端部は、管体部６１の吸気用配管部材６１Ｂに連通している。
【００６８】
　すなわち、環流用配管部材６Ａは、被検体の体壁に穿刺されるトロッカー９１Ａに送気
用配管部材６１Ａを接続するように構成された接続部材である送気チューブ６４Ａ及び送
気コネクタ６５Ａを有して構成されている。また、環流用配管部材６Ａは、被検体の体壁
に穿刺されるトロッカー９１Ｂに吸気用配管部材６１Ｂを接続するように構成された接続
部材である吸気チューブ６４Ｂ及び吸気コネクタ６５Ｂを有して構成されている。
【００６９】
　そして、以上に述べたような本実施例の構成によれば、被験者の体外の環流装置７から
供給される気体が送気チューブＣＡ、送気用配管部材６１Ａ、送気チューブ６４Ａ及びト
ロッカー９１Ａを介して当該被験者の体内へ吐出される送気用の流路と、当該被検者の体
内から吸引される気体がトロッカー９１Ｂ、吸気チューブ６４Ｂ、吸気用配管部材６１Ｂ
及び吸気チューブＣＢを介して当該被験者の体外の環流装置７へ流入する吸気用の流路と
、による環流が行われる。
【００７０】
　すなわち、本実施例においても、第１の実施例と同様に、体内及び体外で気体を環流さ
せつつ体内の患部の処置を行う際に、当該気体が体内に過剰に供給されてしまうことを防
止することができる。
【００７１】
　また、本実施例の構成によれば、第１の実施例の構成に比べ、被検者及び環流装置７の
配置位置の自由度を向上させることができる。
【００７２】
　一方、以上に述べた各実施例においては、送気ポンプ７１と吸気ポンプ７４とが別体に
設けられた環流装置７の代わりに、例えば、図１０に示すような環流装置７Ａを用いて医
療用システム１０１または１０２を構成してもよい。図１０は、実施例に係る医療用シス
テムにおける環流装置の変形例を説明するための図である。
【００７３】
　環流装置７Ａは、ポンプ装置７０と、気液分離器７２と、エアフィルタ７３と、制御部
７５と、を有して構成されている。
【００７４】
　ポンプ装置７０は、送気チューブＣＡを介してコネクタ６３に対して着脱可能であると
ともに、環流装置７Ａの内部に設けられた管路ＣＤを介してエアフィルタ７３に連通する
ように構成されている。
【００７５】
　ポンプ装置７０は、送気ポンプ７１及び吸気ポンプ７４の機能を一体化した１つのポン
プを具備して構成されている。具体的には、ポンプ装置７０は、制御部７５の制御に応じ
、先端部２３Ａの周辺に存在する気体を吸気口２６Ｂから吸引するための動作を行うとと
もに、当該吸引した気体を送気管路２５へ供給するための動作を行うように構成されてい
る。そして、このようなポンプ装置７０の動作によれば、吸気口２６Ｂから吸引された気
体が気液分離器７２及びエアフィルタ７３を経て浄化されるとともに、当該浄化された気
体が管路ＣＤから吸引されて送気チューブＣＡの内部へ排出される。
【００７６】
　本発明は、上述した各実施例及び変形例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱
しない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【００７７】
　本出願は、２０１６年３月１６日に日本国に出願された特願２０１６－５２３０３号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲に引用されるものとする。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月24日(2017.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の一態様の医療用配管部材は、被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を
流す医療用システムにおいて用いられる医療用配管部材であって、前記被検体の内部に挿
入される内視鏡に設けられた第１の管路に接続されるとともに、前記被検体の外部から前
記内視鏡を介して前記被検体の内部に前記流体を供給するための、前記被検体の外部に配
置される第１の配管部材と、前記内視鏡に設けられた第２の管路に接続されるとともに、
前記被検体の内部から前記内視鏡を介して前記被検体の外部に前記流体を排出するための
、前記被検体の外部に配置される第２の配管部材と、を有し、前記第２の配管部材が前記
第１の配管部材の内部に設けられている。
　本発明の一態様の医療用配管部材は、被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を
流す医療用システムにおいて用いられる医療用配管部材であって、前記被検体の外部に配
置され、前記被検体の外部から前記被検体の内部に前記流体を供給するための第１の配管
部材と、前記被検体の外部に配置され、前記被検体の内部から前記被検体の外部に前記流
体を排出するための第２の配管部材と、前記被検体の体壁に穿刺される第１のトロッカー
に前記第１の配管部材を接続するように構成された第１の接続部材と、前記被検体の体壁
に穿刺される第２のトロッカーに前記第２の配管部材を接続するように構成された第２の
接続部材と、を有し、前記第２の配管部材が前記第１の配管部材の内部に設けられている
。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を流す医療用システムにおいて用いられ
る医療用配管部材であって、
　前記被検体の内部に挿入される内視鏡に設けられた第１の管路に接続されるとともに、
前記被検体の外部から前記内視鏡を介して前記被検体の内部に前記流体を供給するための
、前記被検体の外部に配置される第１の配管部材と、
　前記内視鏡に設けられた第２の管路に接続されるとともに、前記被検体の内部から前記
内視鏡を介して前記被検体の外部に前記流体を排出するための、前記被検体の外部に配置
される第２の配管部材と、
　を有し、
　前記第２の配管部材が前記第１の配管部材の内部に設けられている
　ことを特徴とする医療用配管部材。
【請求項２】
　前記第１の管路に前記第１の配管部材を接続することができるとともに、前記第２の管
路に前記第２の配管部材を接続することができるように構成されたコネクタをさらに有す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項３】
　前記第１の管路は、一端が前記流体を前記被検体の内部に供給する装置に連通している
とともに他端が前記被検体に挿入される内視鏡の管路に連通しており、
　前記第２の管路は、一端が前記流体を前記被検体の内部から排出する装置に連通してい
るとともに他端が前記被検体に挿入される内視鏡の管路と連通している
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項４】
　前記医療用システムは、前記被検体の内部と前記被検体の外部との間で前記内視鏡を介
して前記流体を環流させるためのポンプを備えた環流装置を含み、
　前記第１の配管部材は、前記環流装置の前記ポンプにより前記被検体の内部へ供給され
る前記流体の流路の一部を形成するように構成され、
　前記第２の配管部材は、前記環流装置の前記ポンプにより前記被検体の外部へ排出され
る前記流体の流路の一部を形成するように構成される
　ことを特徴とする請求項３に記載の医療用配管部材。
【請求項５】
　前記第１の配管部材と前記第２の配管部材とにおいて壁が共用されていない状態で構成
されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項６】
　前記第１の配管部材の内部において前記第２の配管部材を支持することにより、前記第
１の配管部材の内部の所定の位置に前記第２の配管部材を配置するように構成された支持
部材をさらに有することを特徴とする請求項５に記載の医療用配管部材。
【請求項７】
　前記支持部材は、前記第１の配管部材の内部において、前記第１の配管部材及び前記第
２の配管部材の中心軸同士が一致する位置に前記第２の配管部材を配置するように構成さ
れていることを特徴とする請求項６に記載の医療用配管部材。
【請求項８】
　前記支持部材は、前記第２の配管部材の外周面の一部に一体に形成されている一方で、
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前記第１の配管部材の内周面とは別体に形成されていることを特徴とする請求項６に記載
の医療用配管部材。
【請求項９】
　前記支持部材は、前記第１の配管部材の内周面の一部と前記第２の配管部材の外周面の
一部とを一体に連結するように形成されていることを特徴とする請求項６に記載の医療用
配管部材。
【請求項１０】
　前記第１の配管部材及び前記第２の配管部材は、可撓性を有する材料でそれぞれ形成さ
れているとともに、外部から加えられる応力に対する耐性が相互に異なるように形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１１】
　前記第１の配管部材の前記応力に対する耐性が前記第２の配管部材よりも低いことを特
徴とする請求項１０に記載の医療用配管部材。
【請求項１２】
　前記第２の配管部材の前記応力に対する耐性が前記第１の配管部材よりも低いことを特
徴とする請求項１０に記載の医療用配管部材。
【請求項１３】
　前記第２の配管部材が螺旋状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の医療
用配管部材。
【請求項１４】
　前記第２の配管部材を通過可能な固形物の最大幅が、前記第１の配管部材を通過可能な
固形物の最大幅よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１５】
　被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を流す医療用システムにおいて用いられ
る医療用配管部材であって、
　前記被検体の外部に配置され、前記被検体の外部から前記被検体の内部に前記流体を供
給するための第１の配管部材と、
　前記被検体の外部に配置され、前記被検体の内部から前記被検体の外部に前記流体を排
出するための第２の配管部材と、
　前記被検体の体壁に穿刺される第１のトロッカーに前記第１の配管部材を接続するよう
に構成された第１の接続部材と、
　前記被検体の体壁に穿刺される第２のトロッカーに前記第２の配管部材を接続するよう
に構成された第２の接続部材と、
　を有し、
　前記第２の配管部材が前記第１の配管部材の内部に設けられている
　ことを特徴とする医療用配管部材。
【手続補正書】
【提出日】平成29年11月22日(2017.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を流す医療用システムにおいて用いられ
る医療用配管部材であって、
　前記被検体の内部に挿入される内視鏡に設けられた第１の管路に接続されるとともに、
前記被検体の外部から前記内視鏡を介して前記被検体の内部に前記流体を供給するための
、前記被検体の外部に配置される第１の配管部材と、
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　前記内視鏡に設けられた第２の管路に接続されるとともに、前記被検体の内部から前記
内視鏡を介して前記被検体の外部に前記流体を排出するための、前記被検体の外部に配置
される第２の配管部材と、
　を有し、
　前記第２の配管部材が前記第１の配管部材の内部に設けられている
　ことを特徴とする医療用配管部材。
【請求項２】
　前記第１の管路に前記第１の配管部材を接続することができるとともに、前記第２の管
路に前記第２の配管部材を接続することができるように構成されたコネクタをさらに有す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項３】
　前記第１の配管部材は、一端が前記流体を前記被検体の内部に供給する装置に連通して
いるとともに他端が前記被検体に挿入される内視鏡に設けられた第１の管路に連通してお
り、
　前記第２の配管部材は、一端が前記流体を前記被検体の内部から排出する装置に連通し
ているとともに他端が前記被検体に挿入される内視鏡に設けられた第２の管路と連通して
いることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項４】
　前記医療用システムは、前記被検体の内部と前記被検体の外部との間で前記内視鏡を介
して前記流体を環流させるためのポンプを備えた環流装置を含み、
　前記第１の配管部材は、前記環流装置の前記ポンプにより前記被検体の内部へ供給され
る前記流体の流路の一部を形成するように構成され、
　前記第２の配管部材は、前記環流装置の前記ポンプにより前記被検体の外部へ排出され
る前記流体の流路の一部を形成するように構成される
　ことを特徴とする請求項３に記載の医療用配管部材。
【請求項５】
　前記第１の配管部材と前記第２の配管部材とにおいて壁が共用されていない状態で構成
されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項６】
　前記第１の配管部材の内部において前記第２の配管部材を支持することにより、前記第
１の配管部材の内部の所定の位置に前記第２の配管部材を配置するように構成された支持
部材をさらに有することを特徴とする請求項５に記載の医療用配管部材。
【請求項７】
　前記支持部材は、前記第１の配管部材の内部において、前記第１の配管部材及び前記第
２の配管部材の中心軸同士が一致する位置に前記第２の配管部材を配置するように構成さ
れていることを特徴とする請求項６に記載の医療用配管部材。
【請求項８】
　前記支持部材は、前記第２の配管部材の外周面の一部に一体に形成されている一方で、
前記第１の配管部材の内周面とは別体に形成されていることを特徴とする請求項６に記載
の医療用配管部材。
【請求項９】
　前記支持部材は、前記第１の配管部材の内周面の一部と前記第２の配管部材の外周面の
一部とを一体に連結するように形成されていることを特徴とする請求項６に記載の医療用
配管部材。
【請求項１０】
　前記第１の配管部材及び前記第２の配管部材は、可撓性を有する材料でそれぞれ形成さ
れているとともに、外部から加えられる応力に対する耐性が相互に異なるように形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１１】
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　前記第１の配管部材の前記応力に対する耐性が前記第２の配管部材よりも低いことを特
徴とする請求項１０に記載の医療用配管部材。
【請求項１２】
　前記第２の配管部材の前記応力に対する耐性が前記第１の配管部材よりも低いことを特
徴とする請求項１０に記載の医療用配管部材。
【請求項１３】
　前記第２の配管部材が螺旋状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の医療
用配管部材。
【請求項１４】
　前記第２の配管部材を通過可能な固形物の最大幅が、前記第１の配管部材を通過可能な
固形物の最大幅よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の医療用配管部材。
【請求項１５】
　被検体の内部と前記被検体の外部との間で流体を流す医療用システムにおいて用いられ
る医療用配管部材であって、
　前記被検体の外部に配置され、前記被検体の外部から前記被検体の内部に前記流体を供
給するための第１の配管部材と、
　前記被検体の外部に配置され、前記被検体の内部から前記被検体の外部に前記流体を排
出するための第２の配管部材と、
　前記被検体の体壁に穿刺される第１のトロッカーに前記第１の配管部材を接続するよう
に構成された第１の接続部材と、
　前記被検体の体壁に穿刺される第２のトロッカーに前記第２の配管部材を接続するよう
に構成された第２の接続部材と、
　を有し、
　前記第２の配管部材が前記第１の配管部材の内部に設けられている
　ことを特徴とする医療用配管部材。
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